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● 育成医療
対象となる児童の医療費の自己負担分の一部を神戸市が助成します。

18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚・平衡、音声、言語・そしゃく、免疫機能の障害および手術が
必要な内臓障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、肝臓、直腸および小腸機能障害を除いては、
先天性のものに限る）があり、確実な治療効果が期待できる児童

医療を指定医療機関、指定薬局、指定訪問看護ステーションで受ける場合に、医療費（薬剤・訪問
看護含む）の自己負担分の一部を神戸市が助成します。
詳しくは、神戸市サイトをご確認ください。
申請窓口：お住まいの区の区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所　　
連絡先は、P.32をご確認ください。

● 精神通院医療
精神障害（てんかんを含む）の方の通院にかかる医療費の自己負担分を軽減します。

原則は医療費の自己負担額を1割に軽減しますが、神戸市では、世帯の所得に応じ
て、さらに自己負担額を軽減します。

お住まいの区の区役所・北須磨支所保健福祉課、玉津支所（申請受付のみ）で本人または保護者（受
診者が18歳未満の場合）の申請により手続できます。手続きには印鑑と必要な書類があります。
詳しくは、神戸市サイトをご確認ください。
区役所・支所の連絡先は、P.32をご確認ください。

小児慢性特性疾病にり患している児童などについて、医療費の自己負担分の一部
を助成します。審査で承認された場合に、入院・通院などにかかる医療費の一部ま
たは全額を公費助成します。

神戸市に居住し、小児慢性特定疾病の対象疾病にり患している18歳未満（18歳になる時点で給
付を受けている場合は、20歳未満）の児童。
対象疾病については、神戸市サイトをご確認ください。

医療費（医療保険各法の適用範囲内）、訪問看護療養費から、月額の自己負担限度額を差し引い
た残額を神戸市が負担します。また、入院時の食費については、自己負担額（標準負担額）の2分
の1を神戸市が負担します。

お住まいの区の区役所・支所保健福祉課で受け付けています。申請は原則として、患者（児童）の
保護者が行ってください。
詳しくは、神戸市サイトをご確認ください。
区役所・支所の連絡先は、P.32をご確認ください。

1 自立支援医療（育成医療・精神通院医療）

2 小児慢性特定疾病医療費助成

医療費助成医療費助成5

発達のゆっくりな子ども（乳幼児）とその保護者のための居場所「Jカフェ」を実施
しています。スタッフの見守りの中、子どもを遊ばせながら育児の不安や悩みを
共有し、ほっと交流できる場です。
※拠点事業実施館では、乳幼児親子対象のプログラム、専門性の高い子育て講座を開催しています。
施設と連絡先の一覧は、P.37をご確認ください。

　　　

発達がゆっくりな子どもやそのご家族への支援、子育て中の親、また保育や療育の
現場で活躍する方を講座や専門研修などを通してサポートしています。
連絡先は、P.37をご確認ください。

1 Jカフェ（Jidoukan-cafe／拠点事業実施館）

2 こべっこランド発達支援事業

4 交流の場交流の場

発達がゆっくりな子どもやそのご家族向け

YOYOクラブ 極低出生体重児（出生体重1500ｇ未満の修正月齢3カ月児～概ね2歳半児）と家族のため
の子育て教室です。

乳幼児
親子教室

０歳～４歳のダウン症児と保護者のための教室です。子どもの発達を促進し、保護者の不
安の軽減や仲間づくりの支援を行います。

親と子の
ふれあい講座 楽しい子育てを支援します。「赤ちゃん講座」や「１歳半講座」など複数の講座があります。

感覚運動
指導教室

発達がゆっくりな子ども（3歳～10歳前後）に感覚運動指導による発達支援と、保護者への
相談・助言を行う教室です。

学齢期・思春期
子育て講座

保護者と子ども（概ね5歳～15歳）との良好な関係作りをサポートします。「就学前」「学齢期」
「思春期」の講座があります。

臨床心理士による
休日子育て相談 臨床心理士が保護者からの相談に応じ、子育ての不安やストレスの軽減を手伝います。

発達障がい児
家族支援講座

幼稚園・保育所（園）・認定こども園に在籍で、療育手帳所持または診断がある年中・年長児
の保護者が、子どもの特性を理解し、適切な支援方法を学ぶ講座です。

家庭療育講座 発達がゆっくりな子どもの保護者・祖父母が講座を通して子どもの発達に関する理解を深
める講座です。

居場所づくり事業 発達がゆっくりな子ども（～中学生）とそのきょうだい、保護者のための居場所です。当事者同士
の交流やピアサポートの場になっています。

小学生向け
プログラム 発達がゆっくりな子どもを対象としたスポーツや音楽、料理等のプログラムを行います。

発達がゆっくりな子どもの支援者向け

発達障がいセミナー 発達障がい児にかかわる専門職員やボランティアなどの支援者を対象として研修を行います。

障がい児保育ゼミ 発達がゆっくりな子どもを保育する職員が発達に関する理解を深め、適切な支援方法を学
びます。

放課後児童クラブ
等への巡回支援

学童保育（放課後児童クラブ）などに従事する、発達がゆっくりな子どもを保育している職員に対し、
臨床心理士が理解促進の支援を行います。

対 象 者

支給内容

支給内容

申請方法

対 象 者

支給内容

申請方法
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重度障害をお持ちの方が、健康保険証を使って医療機関を受診した際に支払う自
己負担額（保険診療）よりも、さらに低額な負担で医療機関を受診できるように、
医療費の全部または一部を負担します。

次のすべてにあてはまる方
（1）神戸市内にお住まいの方
（2）いずれかの健康保険に加入している方
（3）下記のいずれかの障害のある方

・身体障害者手帳１級または２級
・身体障害者手帳３級（内部障害のみの等級）（※1）
・療育手帳A判定（重度の知的障害）
・身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂ１判定（中度の知的障害）との重複障害
・精神障害者保健福祉手帳１級（※2）

（４）所得要件を満たす方
（５）生活保護、こども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を受けていない方

医療機関の外来受診時や入院時の自己負担額（保険診療）の一部または全部を負担します。
詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金医療課（北神区役所・北須磨支所は市民課）にご相談ください。
区役所・支所の連絡先は、P.32をご確認ください。

5 重度障害者医療費助成

※1 「内部障害」とは
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓機能障害をいいます。
※2 精神障害者保健福祉手帳１級の要件による資格の場合、助成対象となる医療は一般診療のみ（精神疾患に

かかる医療は全て対象外）。

未熟児は疾病にかかりやすく、経済的な負担、精神的・肉体的な負担が家庭に重く
かかるため、入院中の医療費を公費で負担します。

次のすべてにあてはまる子ども
（１）神戸市内に住所を有すること
（２）早産などにより出生体重が2,000g以下または生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定

医療機関での入院養育が必要であると認めた方  
※審査の結果、承認されない場合もありますので、ご了承ください。

入院費用のうち保険診療にかかる自己負担額および入院時食事療養費を、出生から最長で満1歳
の誕生日の前々日まで負担します。
※退院後の通院や再入院にかかる医療費は対象外です（指定医療機関への転院を除く）。また、おむつ代など保険対

象外の実費も対象外です。

お住まいの区の区役所・支所保健福祉課へ、生後１か月以内に申請してください。
連絡先は、P.32をご確認ください。

厚生労働省が指定する疾病にかかっている方に対し、神戸市が実施主体となり、
医療費を全額もしくは一部を負担します。

次のすべてにあてはまる方
（１）指定難病と診断され、各疾病の診断基準を満たしている方
（２）重症度基準を満たしている方、あるいは軽症高額にあてはまる方
（３）神戸市内に住民票のある方
（４）公的医療保険に加入している方、もしくは生活保護を受給されている方

※軽症高額とは、指定難病の患者で症状の程度が支給認定の要件である重症度を満たさないものの、月ごとの医療
費総額（10割）が33,330円（診療報酬3,333円）を超える月が申請を行う前の月以前の1年以内に3か月以上ある場
合について、支給認定される制度です。

指定難病および指定難病に付随しておこる傷病に対しての医療費のうち、保険適用部分のみが
対象になります。

お住まいの区の区役所保健福祉課に申請してください。
連絡先は、P.32をご確認ください。

小児慢性特定疾病からの移行について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾病のうち、一部の疾病は指定難病であり特定医療費

（指定難病）助成制度の対象となる可能性があります。20歳を超える前に、事前に主治医にご相
談ください。

4 特定医療費（指定難病）助成

3 未熟児養育医療給付

対 象 者

支給内容

申請方法

対 象 者

支給内容

申請方法

対 象 者

支給内容
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合について、支給認定される制度です。
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